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1．５月１８日１４時３０分のセミナー迫る 
 

「区分所有法などの改正に伴うこれからのマンション管理」 
 

篠原みち子先生（マンション管理士試験委員）の演題は「区分所有法などの改正に伴う 

これからのマンション管理」です。２４年ぶりの大改正の時期に最も適したテーマです。 

 管理規約は改正しなければ、裁判になると負けてしまします。参加をお勧めします。 

 

篠原みち子先生の経歴など 

弁護士 マンション管理等不動産事案、遺産相続・離婚等家事事案を中心に弁護士活動 

公益財団法人マンション管理センター理事 

【委員会等】 

社会資本整備審議会住宅宅地分科会臨時委員 

国土交通省主催「マンション管理業の適正化の推進に関する制度検討会」委員 

「マンション標準管理規約検討委員会」委員 

【著書・共著】 

「基本法コンメンタール・マンション法」、「コンメンタール・区分所有法」、「区分所有

法入門」、「マンションの法律 Q＆A」、「マンション管理組合預金の実務」、「マンション紛

争の事例と規約改正の実務的意義」、「新･マンション管理の実務と法律」など  

 

２．旭管連の正会員６１組合へ ５増となる 
 

 ＮＰＯ法人旭川マンション管理組合連合会は、昨年４月に発足し２０２５年３月３１日 

現在６１組合になりました。旭川市の人口は約３２万人です。マンション数は２２０棟。 

公益社団法人北海道マンション管理組合法人の旭川支部のときには５６組合でしたの 

で、この１年間で５組合が増えました。 

 発足時の５６組合のうち、輪番制で理事長が交替して会えないなどの事情で旭管連への 

加入の意思を確認できないところが２組合、理事長に会えてもまだ入会の決断ができない 

ところが２組合、事情がよくわからないのでとりあえず旭管連に入会しないと意思表示し 

た組合が２組合、合計６組合が入会していません。 
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１１組合が新加入 
 一方、この１年間で新たに１１組合が入会しました。特徴は、相談に訪れる中で入会し 

たところが４組合、会員の紹介で入会したところが４組合、セミナー参加が契機で入会し 

たところが３組合でした。セミナーの案内やニュースは、非会員の組合や個人に約３０通 

送付してきました。またホームページをスマホやパソコンで、いつでも誰でも見ることが 

できます。相談者の都合のよい時間に、時間制限無しで何度でも相談に応じています。 

旭川市が把握している分譲マンションは２１９棟あり、今年３月入居開始したタワマン 

１棟１５１戸が加わり２２０棟が旭川市の全マンション数です。今年中に２２０棟の３割

の６６組合の正会員を達成できればと念願しています。ご協力お願いいたします。 

 

３．区分所有法改正で、管理規約の見直し 

 

 今国会（６月２２閉会予定）で２４年ぶりの区分所有法大改正が見込まれています。会 

員組合から、この際５万円払うので、管理組合の規約を全面的に見直してほしいとの要望 

がきています。当法人では、管理規約の改定や新規作成の料金をまだ定めていませんが、 

理事会で検討したいと思います。 

 

４．北海道マンション管理士会から協力依頼 
  

北海道マンション管理士会（札幌市）から、旭川市でのセミナー開催の協力依頼の申し 

入れがありました。札幌市では管理士会主催でセミナーをこれまでも行なっていました 

が、旭川市でも開催したいとのことでした。時期・テーマなどはこれからの相談ですが、 

協力をしたいと応じました。 

 

５．管理組合へ区分所有権の贈与は？ 

 

 高齢の区分所有者がマンションを出るにあたって、自らの区分所有権（居室）を管理組 

合に贈与したいとの申し出があり、さらに５～６人から同じ話が出ており、どう対応した 

らよいかとの相談が、会員からありました。築５０年以上のマンションでは、贈与は断る 

ほうがよいと回答しました。死因贈与（遺贈）があっても、家庭裁判所に申述して放棄で 

きます。高経年マンションで、管理組合に贈与することは、マンション建物の撤去費用を 

免れることになる場合が多くなります。撤去費用を負担する人が少なくなります。 

マンション相談は、☏３２－８８１０ (留守電になっていますが必ず折り返します） 

または ０８０－１９７９－１１４７ （水島） へ いつでも 電話ください。 


